
- 10 -

��������	
�������������������������

�������������������	
����������������������������	��
�

�納め方には二つの方法があります�二つを併用する方法もあります�

�　普通徴収�自分で納める方法です�
６期５期４期３期２期１期期　別
１２月１１月１０月９月８月７月納付月

　※納期限は納付月の月末ですが、休日などにより翌月の初旬となることがあります。

�　特別徴収�年金から引去りする方法です�
２月１２月１０月８月６月４月月　別

本　徴　収仮　徴　収区　分
確定した年額保険料と仮徴収で引去りされた額
の差額が本徴収として年金から引去りされます。

前年度に年金から引去りされていた方が仮徴
収の対象者です。見込みで引去りします。内　容
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�平成１５年度から１７年度の介護保険料

賦課対象者賦課基準年額保険料段階別
生活保護、老齢福祉年金受給者等基準額×0.520,300円第１段階
市町村民税世帯非課税の者基準額×0.7530,400円第２段階
市町村民税本人非課税の者基準額×1.040,600円第３段階
合計所得200万円未満の者基準額×1.2550,800円第４段階
合計所得200万円以上の者基準額×1.560,900円第５段階

　※基準額は第３段階の保険料となります

介護保険料は、サービス量の見込みなどを考慮して３年ごとに見直すことに
なっているため、平成１５年度以降の保険料が変わります。また、平成12年度
から１４年度までは、初めての制度でもあり、国の軽減策で介護保険料が通常
よりも安くなっていましたが、平成１５年度以降は通常の保険料となります。
低所得者に対する保険料の軽減は続けますが、改めて内容をお知らせします。

�保険料の財政

　介護保険は介護を必要とする方が、訪問介護

などの在宅サービスや特別養護老人ホームな
どの施設サービスを利用した場合、これを社会
全体で支える仕組みとなっています。
　介護に要する費用は、公費で５０%、保険料で
５０%を賄うこととしており、保険料の内訳とし
て１８％は６５歳以上の方（第１号被保険者）、３２％
は４０歳から６４歳までの方（第２号被保険者）、で
負担することになっています。

調整交付金
5.0％

国庫負担金
20.0％

都道府県負担金
12.5％

市町村負担金
12.5％

第２号被保険者
保険料
32.0％

第１号被保険者
保険料
18.0％

�介護保険財政
　　　　　の構造


